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建設産業における生産システム合理化指針について

建設産業における生産システムの合理化については、 従来より建設業法及び関係法令の

規定を踏まえ、 その推進に努めてきたところであるが、 今般、 中央建設業審議会の第三次

答申 (昭和63 年5 月 27 日) を受けて、 建設生産システムの合理化を一層推進するため、
｢建設産業における生産システム合理化指針｣ を別添のように定めたので、 本指針の趣旨

を御了知の上、 貴会さん下の建設業者に対し、 本指針の周知徹底を図るとともに、 その遵

守について適正な指導に努められるようお願いする。
なお、 ｢元請 ･下請関係合理化指導要綱｣ (昭和53 年 11 月 30 日付け建設省計建発第31

8号) は廃止する。

建設産業における生産システム合理化指針 (抄)

第 1 ~ 第 5 (略)

第 6 建設労働者の雇用条件等の改善

建設業者は、 建設労働者の雇用 ･労働条件の改善等を図るため、 安定的な雇用関係の確

立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ、 少なくとも別表裁こ定める事項について措置

するも,のとする。

また、 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、 建設労働者の雇用の改善等に

関する法律及び労働安全衛生法の遵守、労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付、
適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、 その建設工事におけるすべての受注者

が別表2 に定める事項について措置するよう指導、 助言その他の援助を行うものとする。
この場合、 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者以外の注文者は上記の指導、

助言その他の援助が的確に行われるよう協力するものとする。

第 7 遵守のための体制づくり

(1 ) 建設業者は、その役職員に対する本指針の周知徹底に努めなければならない。特に、
総合工事業者にあっては建設生産システムの合理化を積極的に推進する体制の整備

･拡充に努めるとともに、 その請け負った建設工事におけるすべての建設業者に対

して本指針の第4 及び第5 の遵守についての指導に努めるものとする。
(2 )、 (3 ) (略)
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別表 1 (略)

別表 2

< 雇用 ･労働条件の改善>

(1 ) ~ (5 ) (略)

< 安全 ･衛生の確保 >

(6 )、 (7 ) (略)

< 福祉の充実>

(8 ) 雇用保険、 健康保険及び厚生年金保険に加入し、 保険料を適正に納付すること。 な

お、 健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、 国民健康

保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。
(9 ) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
(10) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、 厚生年金基金

の加入にも努めること。 なお、 厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対

しても、 国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
(11) (略)

< 福利厚生施設の整備>

(12) (13) (略)

< 技術及び技能の向上 >

(14) (略)

< 適正な雇用管理 >

(15) ~ (17) (略)

< その他 >

(18) (略)
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